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1　はじめに

　容疑者の部屋に、テレビとゲーム機。
　2019 年５月に川崎市で、スクールバスを待っ
ていた小学生と保護者が次々に刺され 20 人が
死傷した事件について、ニュース番組がゲーム
機をことさら強調し犯行と紐付けているとＳＮ
Ｓ上に批判があふれた。また、「引きこもり」
との報道についても、「引きこもりの人が事件
を起こしかねない」といった偏見を助長すると

の指摘が相次いだ。
　例えば、容疑者の部屋に、目覚まし時計やロ
ボット掃除機があったとしても、ニュースとし
て取り上げられることはないだろう。あくまで
も犯行の動機にアプローチするための報道であ
る。
　多くの人が納得する結論に収斂させようとす
る意図がテレビメディア側に無かったとして
も、情報を受け取る側は、容疑者の日常生活と
犯行動機を結びつける可能性は十分にある。近
隣住民による「あいさつをしない」「目立たな
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い存在」といった証言や少年期の作文、専門家
による心理分析なども、テレビメディアが事件
の直後から犯行動機の解明を急ぐ傾向にあると
指摘される要因だろう。
　テレビメディアは、いつの時代も批判にさら
される。番組制作の裏側にまで監視の目が向け
られ、とりわけソーシャルメディアによる批判
は、もはや、お約束のコンテンツになっている。
一方、テレビメディアとソーシャルメディアで、
情報発信における様々な相互関係が生まれてい
ることは興味深い。
　いま一度、テレビという“玉手箱”の中を
覗き込むと、人とメディアの危うくも緊密な関
係が見える。
　人は、なぜ情報にストーリーを求めるのか。
　テレビメディアが、容易には逃れることので
きない性

さが

についても、少し遠回りしながら考え
てみたい。本論は、あくまでも番組制作者とし
て私個人の考えをまとめたものであり、中には
自分自身が犯した過ちの告白もあることをご承
知いただきたい。

２．メディアによる情報の伝わり方

　インターネットで「イタリアン・絶景・女子
会」などのキーワードを入れて検索すると、レ
ストランの情報を簡単に手に入れることができ
る。キーワード検索はあらゆるシチュエーショ
ンで行われ、現代人はキーワードさえあれば「答
え」にたどり着く生活に慣れ過ぎてしまってい
るといえよう。そして、私たちはインターネッ
ト検索によって、社会の様々な事象や出来事を
単純化、類型化してはいないだろうか。
　2019 年４月に東京・池袋で、高齢者が運転
していた乗用車が暴走し、母子２人が死亡、乗
用車を運転していた高齢者を含む 10 人が負傷
した。ＳＮＳ上では、運転していた高齢男性が

「なぜ逮捕されないのか」という疑問の声が相
次ぎ、様々な憶測を呼んだ。その翌々日に神戸
市で、市営バスが歩行者をはねて６人が死傷し

60 代の運転手が逮捕されたことから、二つの
ケースが比較された。池袋で起きた事故の加害
者が「旧通産省の元官僚だったため、警察の忖
度が働いたのではないか」「上級国民は逮捕さ
れない」などの憶測に加えて、加害者の呼称に
ついても、池袋の事故が肩書きや敬称・匿名な
のに対し、神戸の事故では実名で容疑者と報道
されたとの批判がマスメディアにも向けられ
た。
　こうしたソーシャルメディアによる憶測が広
がったことによって、ニュースや情報番組・新
聞までもが取り上げる異様な事態に発展した。
　池袋の事故で、加害者が直後に逮捕されな
かった理由として、病院に入院し逃走の恐れが
ないことや、事実関係を認めてドライブレコー
ダーを提出し証拠隠滅の可能性がないこと、入
院中に逮捕した場合、原則 48 時間以内に容疑
者を送検するか釈放するかを判断する必要があ
り、十分な捜査を行えない可能性があることを
マスメディアは明解に示した。
　なぜ、事故を起こした元官僚の男性や警察、
マスメディアに対する根拠のない情報が、ソー
シャルメディアで独り歩きしたのだろうか。そ
の背景に、官僚による相次ぐ不祥事で、十分な
説明がないまま幕引きが図られているといった
不信感から、政権に近い人物が守られていると
いう論理に飛躍したのではないかとの見方もあ
るようだが、真相は定かでない。
　次に、テレビメディアからの情報の伝わり方
について考えてみたい。通り魔事件や家族間の
殺人事件が起きた際、テレビメディアが容疑者
の人柄や日常生活について「引きこもりがち」
と報道するたびに、ＳＮＳ上で批判が巻き起こ
る。事件の要因の一つとして「引きこもりがち」
ということはあったかもしれないが、一つの情
報に引っ張られてしまうことによって、犯行動
機が、より複雑で微妙であることが抜け落ちて
しまう可能性は十分にある。ニュースや情報番
組が、法廷で事件の詳細が明らかにされるのを
待たず、「正解」を求めようとする傾向にある
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ことは否定できないだろう。
　視聴者もまた、テレビメディアが伝える出来
事について、安易に単純化・二極化・類型化さ
れていないかどうか、勧善懲悪や恣意的・紋切
り型な取り上げ方になっていないかなどについ
て吟味することが求められる。

３．人はなぜ、情報にストーリーを求めるのか

　そもそも人と人の会話は、およそすべてがス
トーリーといえる。ストーリーを物語と翻訳す
ると、あたかも作り話であるかのように誤解さ
れるかもしれないが、事実をストーリー仕立て
にして伝えることによって、受け取る側は事実
の外にまで想像力を働かせることができる。世
の中のオピニオンやトレンドの形成も、その過
程には情報のストーリー化があるといえよう。
　例えば、警察の捜査でも情報のストーリー化
は行われる。刑事たちは事件の筋を読み、見込
みを立て、あり得るストーリーを描くことに
よって仮説を導く。考えられる仮説を同時に何
本も立てて真偽を検証し、証拠固めが行われる。
　では、テレビメディアでは、なぜ情報がストー
リー化されるかについて考えてみたい。取材で
集められた断片的な情報は、そのまま放送して
も視聴者の頭に入りづらく、情報の羅列は記憶
にも残りにくい。そのため、容疑者の供述や知
人の証言による断片的な情報が、一つのストー
リーとなって伝えられることによって、受け取
る側は事件の概要を理解しやすくなる。
　次に、事件報道における５Ｗ１ＨのＷｈｙ？
について考えてみたい。情報が整理される過程
において、因果関係が加わることによって、ス
トーリーはより頭に入りやすくなる。例えば、
歴史の出来事と年号を丸暗記するより、なぜ「本
能寺の変」が起きたかという因果関係が加わる
ことによって、その出来事の前後が自ずとス
トーリーとして並び立つことから、より理解を
深めることができる。
　しかし、テレビメディアが情報をストーリー

化する際に、「ＡのあとにＢが起きた」とした
場合、視聴者は、Ａが理由でＢが起きたと考え
てしまうばかりか、その前後関係にナレーショ
ンや編集、音楽といった演出が加わることに
よって、ストーリー化された情報が、まるで原
因の説明であるかのように感じてしまう可能性
がある。
　Ｗｈｙ？の答えは、出来事の原因だけに限ら
ず、出来事の理由・目的・意味となることもあ
る。しかし、人は個別の事例から一般論を帰納
して、その一般論から演繹して新たな事例の原
因・理由を理解しようとする傾向にあるため、
事件の概要を理解したような気分になってしま
う。
　このようにしてストーリー化された事件の概
要を知ることは、受け取る側の体験となり、家
族や知人との関係や、生活環境を重ね合わせる
ことによって、より防犯意識を高めることにつ
なげることができるといえよう。
　この場合のストーリーとは、もちろん架空で
はなく、一つ一つの事実を結ぶ「線」を意味す
る。ここで注意しなければならないのは、論理
的に矛盾がなく、一貫しているストーリーに対
して、視聴者は鵜呑みにしてしまう傾向にある
ということである。事実でないところを線で結
ぶことは許されないのはもちろんだが、線で結
ばれないまま取り残される事実もある。また、
事実と事実の順番を入れ替えることで、原因と
結果が入れ替わってしまうこともある。その場
合は、もはや、ストーリー化の域を超えて事実
をねじ曲げているといわざるを得ない。
　マスメディアには、編集長というポジション
がある。編集責任者が情報の出口でフィルター
の機能を果たし、情報の信頼性をチェックする
ことが、ソーシャルメディアと最も異なる点で
ある。
　ソーシャルメディアは、新聞社などから配信
される記事を掲載するなど、情報が断片的に提
供されるため、情報の一貫性や隣接する記事の
信頼性を担保する立場にはない。一方、視聴者
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からの信用を最大の拠り所とするテレビメディ
アによる誤報や捏造は、社会的な立場を失うこ
とにつながる。

４．偶然性と必然性のサスペンス

　事件や事故に巻き込まれる被害者について
は、ある日突然、交通事故に遭遇したり、通り
魔に刺されるなどの「偶然性」と、ストーカー
や怨恨による殺人など、必ずしも「偶然性」と
はいえないケースがある。一方、加害者につい
ても、意図せず人を傷つけてしまうことや、交
通事故を起こしてしまう「偶然性」と、意思や
計画性を持って殺人事件を起こす「必然性」が
ある。
　私が、朝の情報番組「情報プレゼンター　と
くダネ！」（フジテレビ）のプロデューサーを
務めていた頃、意識して取り上げるようにして
いたニュースがある。それは、視聴者の日常生
活に関わる事象であるとともに、注意喚起を促
すことを目的としたニュースである。例えば、
冬は空気の乾燥によって住宅火災が増える。火
災の原因や燃え広がり方、住人がどのように逃
げたのか、または逃げられなかったのか、生死
を分けたのは何だったのか、取材を進めると、
実は起こるべくして起きたのではないかという
必然性が見えてくることがある。視聴者は、必
ずしも燃え盛る映像のインパクトのみに関心を
持つのではない。火災を防ぐための正しい知識
を持つことや習慣づけを促すことも、ニュース
や情報番組の使命である。
　交通事故のニュースも同様のことがいえよ
う。2019 年５月に滋賀県大津市の交差点で、
直進車と右折車が衝突し、信号待ちをしていた
保育園児が巻き込まれ、16 人が死傷した。事
故が起きた経緯について取材すると、海や湖に
面した道路は、建物が並び建つ道路と違って運
転手がスピードを感じづらいことや、事故現場
となった交差点では、日頃から右折車と直進車
がひやりとするケースが多いとの証言があるこ

と、交通量が多い道路の交差点にも関わらず
ガードレールやポールが設置されていないな
ど、第三者を巻き込む死亡事故につながった要
因がいくつも見えてくる。事故が起きた道路や
交差点の環境や安全対策、通行する車両や人々
の日常の行動を知ると、必ずしも偶然の惨事と
はいえないことを、視聴者は自らの体験や生活
環境と重ね合わせることによって感じることが
できる。
　もう一つ、交通事故で後を絶たないのが、両
親や祖父母が運転し、車両をバックギアで車庫
に入れようとする際、誤って我が子や孫をひい
てしまう悲劇だ。こうした事故が起きるたびに、
車両のどこに死角があるのかを運転手の目線で
映像検証することが、視聴者の注意喚起につな
がるものと考える。こうした痛ましい事故が、
視聴者の生活圏に潜んでいることや、我が子を
死なせてしまった遺族としての悲痛な心のうち
を伝えることが、悲劇を招く要因を排除する一
助となることを願うばかりである。
　テレビメディアによる情報のストーリー化
は、偶然と必然が織りなすサスペンスだけでは
ない。独自の取材によって、加害者や被害者と
なった人たちの「人生」を伝えるための手段で
もある。

５．「劇場型」報道とテレビメディアの特性

　新聞や週刊誌と違って、テレビメディアには
映像という利点がある。映像的なインパクトが
強いほどニュースとしての価値が高まるのがテ
レビメディアの特性で、経済ネタなど映像にな
りにくいニュースよりも、事件や事故・台風な
どが映像の利点を活かすことができるといえよ
う。
　例えば、テレビメディアによる選挙報道につ
いて考えてみたい。選挙で各政党が訴える政策
は、有権者にとって重要だが極めて映像にしづ
らい。ゆえに政策を取り上げる場合は、討論形
式にしてスタジオに熱を持たせるなどの方法が
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用いられることが多い。一方、政局はいわば権
力闘争であり、政党と政党の攻防にとどまらず、
人の野心や上昇志向が見え隠れすることから、
エンターテインメント性あふれる「政界劇場」
へと発展することがある。
　2005 年にテレビや新聞などマスメディアは、
選挙報道のあり方について苦い教訓を残した。
　当時、小泉純一郎総理大臣は「自民党をぶっ
壊す」と叫んで自民党の総裁選挙に勝ち、タイ
トルや見出しになりやすいワンフレーズのワー
ドを掲げることで人気を獲得していった。そし
て、「郵政事業の民営化に賛成か反対か」とい
う分かりやすい対立構図を作ったうえで、衆議
院議員選挙に臨み「小泉劇場」は幕を開けた。
　自民党は郵政民営化に反対する造反議員を公
認せず、それどころか造反組が出馬する選挙区
に、次々と「刺客」を立てるなどサプライズを
連発した。
　テレビ業界では、よく「画

え

になる」という表
現が用いられるが、このサプライズはまさに画
になった。「造反」「刺客」というヤクザ映画か
時代劇に出てくるような刺激的なワードに加え
て「画になる」サプライズの連発にテレビメディ
アはことごとく反応した。選挙報道は、候補者
の政治家としての資質や政策より、「くノ一候
補」「マドンナ対決」といった主役たちのファッ
ションやパフォーマンス、日々の現象を追いか
けることに終始する異様な状況となった。「刺
客」として「造反議員」を破り、当選した新人
議員たち「小泉チルドレン」は、テレビメディ
アが「小泉劇場」を後押しして作り上げた産物
だったといえよう。
　小泉総理によるサプライズは、メディアに
とっては蜜の味と言わんばかりだった。この頃
のテレビメディアは、サプライズのない政治を
物足りないとする体質になってしまい、自民党
の大勝というクライマックスに向けたストー
リーに拍車をかけることになった。
　選挙戦は、郵政民営化を巡って繰り広げられ
る自民党内の争いばかりに注目が集まり、野党

は完全に置き去り状態だった。選挙で大敗した
民主党の岡田克也代表が残した言葉がある。「民
主党は敗者となったが、メディアもまた敗者で
はないのか」
　小泉総理が、テレビメディアの「映像」とい
う特性を最大限に利用したという批判が高ま
り、テレビ局や新聞は、選挙報道について政治
的公平性が保たれていたかなど、自らを厳しく
検証した。
　しかし、「政界劇場」はその後も繰り返される。
2017 年に小池百合子都知事が率いる都民
ファーストの会が大勝した東京都議会議員選挙
で、ニュースや情報番組による「政界劇場」が
繰り返し放送されたことから考えても、政治の
ポピュリズムとテレビメディアの関係は、根が
深いといわざるを得ない。

６．ドキュメンタリーは真実を伝える？

　一般的に、人が人に何かを伝えようとすると
き、事実についての価値の大小は、無意識に選
別されている。それは、すなわち「編集」とい
う行為である。
　ドキュメンタリーは、社会問題・動物・仕事・
家族・歴史・芸術などテーマの幅は広いが、映
像を「編集」する作業を経ることで共通してい
る。編集とは「切って貼る」行為であり、制作
者はミクロとマクロの視点に繰り返し立つとと
もに、客観と主観のポジションを行ったり来た
りする。
　ドキュメンタリーは、映像と音声を記録する
証拠能力を武器に、事実を切り取ってストー
リー化するが、インタビューの中からどの発言
をピックアップするかについては制作者に委ね
られ、証言の一部分を削除することや順序を入
れ替えることもある。こうして紡がれたいくつ
もの事実がストーリーを構成する。事実は客観
的な事柄で、誰から見ても一つであるのに対し、
真実は主観的な事柄とされ、人の数だけ存在す
る可能性がある。
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　では、ドキュメンタリーは真実を伝えるかと
問われれば、私は、本当の事を全て明らかにす
るわけではないが、嘘はつかないと答える。そ
して、嘘をつかないとする根拠は、視聴者と取
材対象者を裏切らないという倫理的なルールで
しかない。
　ドキュメンタリーの編集は、多くの事実を部
品として一つずつ組み立てる作業で、主人公を
通して何を伝えたいかというテーマを設計図の
柱とする。例えば、主人公の仕事観をテーマに
して描くドキュメンタリーで、主人公の性格を
どこまで詳細に描く必要があるかについては、
制作者がドキュメンタリーで「伝えたいこと」
に大きく関係する。ドキュメンタリーを構成す
る一つ一つの事実は、一見「客観性」を持って
いるようであっても、制作者が掲げるテーマを
柱に編集を行う点において、制作者は「主観性」
から逃れることは出来ないと考えるべきだろ
う。違う制作者が同じ題材を扱ったドキュメン
タリーを制作した場合、それぞれの制作者は、
掲げるテーマを柱に撮影や編集を行うため、全
く違ったストーリーが出来上がることになる。
　調査報道と呼ばれるドキュメンタリーが、取
材を積み重ねて事実を掘り起こし、真実に迫る
過程をストーリーにするのに対して、人間の生
き方を描くドキュメンタリーは、主人公の内面
や人間関係を描くことを構成の要素とするた
め、ストーリー性はどちらかというとドラマの
脚本に近い。ドキュメンタリーとドラマにおけ
るストーリーの違いは、ドキュメンタリーが
ゴールありきではないという点にある。
　調査報道からバラエティの演出にいたるま
で、ドキュメンタリーという表現方法は、明確
な境界線を持たないのが特徴でもある。例えば、
バラエティ番組のロケで、タレントではなく一
般人を取材し、その人物を「すごい人」「おも
しろい人」というタッチで取り上げることがあ
る。制作過程の初期段階で、番組構成のすべて
が制作者の頭の中でイメージできていることは
稀
まれ

であって、むしろ多くの場合は取材やロケの

「撮れ高」によってシーンの分量や構成が変わ
ることが多い。
　ドキュメンタリーの制作者にとってストー
リーの着地点を決められないことは、面白くも
あり怖くもある。また、取材対象者から人生を
委ねられるほどの信頼が得られているかどうか
も作品の価値に大きく影響する。制作者と取材
対象者は相互作用の関係にあり、ガラス細工の
ように脆

もろ

く壊れやいことが、逆に緊張感となっ
て番組を見応えあるものにすることもある。ゆ
えにドキュメンタリーの制作者は、ある意味

“人間通”であることが求められる。

７．誰のためのテレビメディアか

　テレビメディアは、視聴者が広くその事実を
知りたいと思い（公共性）、社会に広く利益を
もたらす（公益性）ことを“拠り所”とし、誰
か個人の利益に大きく寄与する放送であっては
ならないとのスタンスが求められる。
　耳が聞こえないという障害を乗り越え、交響
曲などを作曲したとして、2014 年にテレビな
どで紹介された人物が、実はゴーストライター
に作曲を依頼し、自らの作品としていたことが
発覚した。この人物について、ＮＨＫと民放キー
局は「全ろうで作曲していた」と信じてニュー
スや情報番組・ドキュメンタリー番組で取り上
げた。主人公が持つ能力について、あたかも奇
跡のストーリーであるかのごとく伝えたのだ
が、その後の本人の謝罪会見によって、各局が
ウソを見抜くことができなかったことを謝罪す
る事態となった。
　テレビメディアは、放送の影響力を利用しよ
うとする人の存在を意識して、取材対象者と接
しなければならない。しかし、制作者は、取材
対象者が番組に対してどの程度の期待感をもっ
ているか、その期待の大きさや内容を正確に汲
み取ることは難しい。私がプロデューサーを務
めていたドキュメンタリー番組「ザ・ノンフィ
クション」（フジテレビ）の視聴者から「なぜ
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一般人が、カメラの前でプライバシーをさらけ
出せるのか」という質問を受けたことがある。
例えば、取材対象者が自身の経営する店の宣伝
効果を期待し、プライバシーよりも放送される
メリットを優先することは十分にあり得る。ま
た、長期にわたる密着取材の場合、取材対象者
が撮影されることに慣れ、ストーリーの主人公
として自身をもっと良く見せたいという意識が
芽生え自己を演出することもある。ゆえに、ド
キュメンタリーの制作過程における様々な事象
を勘案し、放送すべきでないと判断した要素を
取り除くことも、編集という作業に委ねられる。
　ニュースの取材でも、人はカメラを向けられ
れば、その瞬間は自分が主人公だと感じること
もあるだろう。ハロウィーンやサッカー日本代
表の試合当日に、渋谷に集まって騒ぐ若者たち
を取材する際、カメラを向けられた人物の行動
が大胆になることがある。大阪の道頓堀川に飛
び込む人や、成人式での異常な騒ぎについて、
テレビメディアが彼らの行動を煽っているので
はないかという批判もあり、近年は、取材対象
者とカメラの距離や照明の使い方などについて
も配慮されるようになっている。
　また、ドキュメンタリーの主人公が、放送後
に思いもよらない状況に立たされるケースもあ
る。放送された映像がＳＮＳ上に貼り付けられ、
心無いコメントや誹謗中傷が書き込まれるな
ど、さらし者にされることがある。番組に対す
る評価や異論・反論は当然あってしかるべきだ
が、テーマやストーリーを曲解し、顔や名前を
明かすことなくＳＮＳにコメントする行為に
よって、取材に応じてくれた人が“公開処刑”
されることは、許容される範囲を超えていると
いえよう。
　このようにしてドキュメンタリーは、公共性
と公益性・プライバシーの保護などがせめぎ合
いながら制作されている。
　テレビメディアは、制作者側からは伺い知る
ことができない視聴者の知性や感性を想像しな
がら、様々なストーリーを発信する。

　そして、視聴者は、ドキュメンタリーの主人
公の生き方を通して、多種多様な価値観に出会
うことができるほか、ニュースや情報番組から
は、生きる術を学ぶこともある。また、人は日々
のニュースの中にのみ生きているわけではな
く、ドラマやバラエティなどのエンターテイン
メントやスポーツ中継によっても、社会と対話
する機会を持つことができる。

８．それでも、テレビは客観的メディアか

　テレビメディアは、ジャンルによって自らス
タンスを定義し、自らの責任において信頼性を
維持している。中でも、ドキュメンタリーとバ
ラエティにおいては、事実の取り扱い方につい
てスタンスが問われる。それは視聴者や取材対
象者との信頼関係とも言い換えることができ
る。
　テレビメディアが、公正中立のバランスを強
く意識するのは、意見が対立している事案や係
争中の民事裁判・政治報道などである。一方、
スポーツ中継は、国際大会でのニッポンやホー
ムチームに肩入れすることも多く、スポーツを
エンターテインメントと位置付けるならば、判
官贔屓を好む日本人の気質に合わせるスタンス
もある。
　国民の「知る権利」は、ときに「視聴者のニー
ズ」という言葉に置き換えられる。テレビメディ
アには、受け取る側の求めに応じようとする
サービス精神と、視聴者を怒らせ、泣かせ、笑
わせるなどの感情を刺激する特性がる。
　ニュースや情報番組といえども、民間の放送
局は、収益のもとになる視聴率を意識せずに番
組を制作することはない。ターゲットとなる視
聴者層がサラリーマンなのか主婦なのかによっ
て、放送する項目の順番や放送枠の長さが決め
られる。コメンテーターも専門家から芸人まで
幅広い。キャスターは、ニュースへのコメント
が一方的な論調に偏らないようバランスをとる
ものの、意見が対立する問題について、全ての
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立場から等しく距離を置くことは難しく、まし
てや、その瞬間において、公平で客観的な放送
などあり得ないといえよう。
　選挙が近づくと政治ネタを取り上げる機会が
増えることから、番組の中で政治的公平性を保
つことが求められる。例えば、生放送のゲスト
として政治家が出演する場合、発言の機会を均
等にするなどの配慮がなされる。では、発言時
間をストップウォッチで計測するのかといえば
必ずしもそうではない。同一の番組が一週間の
帯で政治をテーマに取り上げ、日替わりで各政
党から出演者を招くなど一週間を通して公平性
のバランスをとる方法や、質問内容や批判の程
度を均等にするなど「質的な公平性」を保つ工
夫がなされる。
　テレビメディアは、放送法によって「政治的
な公平性」が求められているため、法改正がな
い限り「公平性」という枠からはみ出ることは
許されない。
　では、テレビメディアの公平性や客観性が、
どれほど合理的であるかについて考えてみた
い。アメリカの場合、1987 年に「フェアネス・
ドクトリン」（放送の公平性に関する原則）が
廃止された。多数のケーブルテレビや衛星放送
の普及によって、放送メディアの環境が大きく
変化し、「電波の希少性」という考え方によっ
て個々の放送局に政治的公平性を義務付けるよ
りも、自由な報道こそが視聴者に選択の自由を
与え、国民にとって真の公平性を実現するとの
判断があった。
　一方、イギリスの公共放送・ＢＢＣは、発足
当初から一貫して報道の公平性を原則としてい
る。その根底には、メディアが細分化する中に
おいて、信頼できる公平な情報を提供するメ
ディアであり続けるという信念がある。
　ソーシャルメディアは、情報の発信や意見を
誰もが表明することを可能にした。一般的にテ
レビメディアは、新聞や雑誌より客観的に報道
するメディアとされるが、ニュースや情報番組
がホームページを持ち、マスメディアの記者や

ディレクターが、ソーシャルメディアを使って
情報を発信する今、放送か通信かという区分が、
果たして実情に合っているのかどうか。ソー
シャルメディアの登場によって、メディアの境
界線が曖昧となり、組織や個人が入り乱れる中、
テレビメディアだけが公平性や客観性を維持す
ることは容易ではないだろう。
　テレビメディアが客観的な報道を標榜し続け
る限り、視聴者はその姿勢に疑いの目を向ける
だろうし、政治によるメディアへの介入も無く
なることはないと考える。テレビメディアに
とって大切なことは、客観性の限界を自覚する
とともに、情報をより多角的・相対的に伝える
ことではないだろうか。

９．おわりに

　民放キー局は軒並み、１日のうち生放送が
10 時間から 16 時間を占め、ほとんどの番組が
芸能・スポーツを含むニュースを取り扱ってい
る。どこにいてもスマートフォンで情報が得ら
れる今、テレビメディアには、これまで以上に
同時性や速報性が求められている。ニュース映
像は 1 日に何度も繰り返し擦られ、報道記者の
みならず、情報番組のディレクターもスクープ
を狙って、取材現場を駆け回っている。編集室
ではインタビュー証言をピックアップしながら
ナレーション原稿を書き、シーンに合わせた音
楽が選曲される。こうして、生放送までの限ら
れた時間で、次から次へと情報は紡がれてゆく。
　そして、もう一つ。情報の“最も短い”ストー
リー化に気をつけなければならない。
　ニュース項目のタイトル（見出し）は、端的
にニュースの内容を伝えるものであり、制作者
は、その文言が伝えるべきニュースの本質をな
す重要な一部分であるかどうかを見極める必要
がある。
　テレビマンにとっての大敵は、思い込み・レッ
テル貼り・思考停止である。特に、事件報道に
おける固定観念は、視聴者が受け入れやすいス
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トーリー展開になりがちで、容疑者に報いを与
えたくなる衝動へと導く可能性が高い。固定観
念に支配されることなく、複眼的思考を持ち取
材や番組制作にあたることによって、小さな気
づきを大きな発見へと結び付けることができる
だろう。
　テレビマンは、社会の新たな潮流をいち早く
つかむために、アンテナを張り巡らし、常に新
しい題材を探し続けている。「ＮＥＷＳ」とは
新しい出来事の集まりであって、日々出くわす

「ＮＥＷＳ」は、どれ一つとして同じものはない。
優良な放送のための近道など存在しない。過去
の苦い経験を糧とし、違和感を持ったときは立
ち止まって考えるしかない。
　情報を、安易にストーリー化していないか。
　事実に対して、謙虚に向き合っているか。
　唯々考え続けることが、テレビマンにとって
大切であり、こうした日々の積み重ねこそが、
不特定多数の人に向けて報道するテレビメディ
アが、知性や品性、そして、信頼性を保ち続け
る「道」である。
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